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議
案
第
63
号
、
座
間
市
下
水
道

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
反
対
し
ま
す
。
こ
れ
は
、

下
水
道
の
基
本
使
用
料
を
７
７
７

円
か
ら
８
１
５
円
に
値
上
げ
し
、

ま
た
、
従
量
使
用
料
を
平
均
16
・

02
％
増
額
改
定
す
る
も
の
で
す
。

月
に
20
立
方
メ
ー
ト
ル
使
用
し
た

場
合
で
見
る
と
、
１
９
３
８
円
か

ら
２
３
７
０
円
と
４
３
２
円
も
上

が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
県
内
33

市
町
村
の
中
で
は
上
か
ら
22
番
目

の
料
金
設
定
だ
っ
た
も
の
が
６
番

目
に
高
い
料
金
設
定
と
な
り
ま
す
。

座
間
市
公
共
下
水
道
事
業
運
営
審

議
会
で
は
議
論
を
重
ね
て
答
申
を

出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
大

幅
な
住
民
負
担
増
で
あ
り
認
め
ら

れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
答
申
に

よ
れ
ば
「
総
務
省
は
他
の
公
共
料

金
（
特
に
水
道
料
金
）
と
の
整
合

性
や
住
民
の
負
担
可
能
額
等
を
勘

案
し
、
当
面
の
間
、
１
５
０
円
毎

立
法
メ
ー
ト
ル
を
め
ど
に
適
正
化

を
図
っ
て
い
く
べ
き
と
し
て
下
水

道
使
用
料
の
適
正
化
を
促
し
て
い

る
」
と
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
国

の
考
え
は
参
考
程
度
の
も
の
で
あ

っ
て
、
必
ず
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
内
容
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
住
民
か
ら
直
接
の
意
見
を
聞

く
機
会
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

も
実
施
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
大

変
問
題
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
こ

と
か
ら
、
本
条
例
案
に
反
対
す
る

も
の
で
す
。

 
 

 

 
 

 
大
幅
な
住
民
負
担
増
の

下
水
道
料
金
値
上
げ
に
反
対

　

議
案
第
63
号
、
座
間
市
下
水
道

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
、
公
共
下
水
道
事
業
は
地

方
公
営
企
業
に
位
置
づ
け
ら
れ
、

そ
の
経
費
は
経
営
に
伴
う
収
入
を

も
っ
て
充
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
独
立
採
算
が
原
則
で
あ
り

ま
す
が
、
現
状
で
は
必
要
な
経
費

を
使
用
料
収
入
で
賄
え
ず
、
年
間

３
億
円
以
上
の
一
般
会
計
か
ら
の

繰
入
金
に
よ
り
収
支
の
均
衡
を
保

っ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

下
水
道
事
業
の
根
幹
収
入
で
あ

る
下
水
道
使
用
料
は
、
平
成
23
年

10
月
１
日
に
平
均
改
定
率
10
・
６

％
の
改
定
が
実
施
さ
れ
ま
し
た

が
、
節
水
型
社
会
が
定
着
し
て
お

り
、
現
行
使
用
料
の
ま
ま
推
移
す

る
と
今
後
は
減
収
に
な
る
と
の
こ

と
で
す
。
さ
ら
に
、
汚
水
施
設
の

座
間
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
に
賛
意

整
備
に
は
多
額
の
資
金
を
必
要
と

し
、
そ
の
財
源
に
は
主
に
起
債
を

充
て
て
き
た
た
め
、
平
成
25
年
度

末
の
未
償
還
残
高
は
約
１
９
７
億

円
と
な
り
ま
し
た
。
元
利
償
還
額

は
年
間
20
億
円
を
超
え
、
多
額
の

公
債
費
負
担
は
財
政
を
硬
直
さ
せ

て
い
ま
す
。

　

以
上
の
経
営
状
況
か
ら
、
必
要

な
財
源
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

公
共
下
水
道
事
業
の
財
政
健
全
化

を
図
り
、
運
営
を
継
続
す
る
た
め
、

ま
た
、
一
般
会
計
へ
の
負
担
を
減

ら
す
た
め
に
も
下
水
道
使
用
料
の

改
定
は
必
要
と
考
え
、
是
と
す
る

も
の
で
す
。

　

改
正
前
の
個
人
情
報
保
護
条
例

で
は
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
本
人

収
集
の
原
則
、
目
的
外
利
用
並
び

に
提
供
の
制
限
、
オ
ン
ラ
イ
ン
結

合
の
禁
止
が
定
め
ら
れ
、
行
政
が

取
得
し
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、

そ
の
取
り
扱
い
と
保
護
並
び
に
自

己
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用

停
止
な
ど
の
措
置
が
規
定
を
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
で

は
、
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
も

な
く
情
報
の
ひ
も
づ
け
が
行
わ
れ
、

情
報
提
供
に
つ
い
て
の
本
人
の
拒

否
権
は
な
く
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
通
じ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
結

合
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ま

で
条
例
で
う
た
わ
れ
て
き
た
個
人

情
報
保
護
の
基
本
的
な
ポ
リ
シ
ー

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
に
よ
り
、
ま

さ
に
換
骨
奪
胎
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
わ
け
で
す
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
は
、
個
人
の

自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
侵

害
し
、
地
方
自
治
体
に
は
選
択
権

が
な
い
と
い
っ
た
点
で
は
、
地
方

自
治
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
り

ま
す
。

　

よ
っ
て
、
そ
う
し
た
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
法
の
施
行
に
基
づ
く
条
例
改

正
に
は
反
対
を
す
る
と
と
も
に
、

市
長
並
び
に
当
局
に
お
い
て
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
自
体
を
抜
本

的
に
見
直
す
よ
う
国
に
対
し
要
請

を
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
法
の
見
直
し
を
！

個
人
情
報
保
護
条
例
の
改
正
に
反
対

　

議
案
第
52
号
、
平
成
26
年
度
一

般
会
計
は
、
歳
入
が
３
７
４
億
５

１
５
６
万
円
余
で
前
年
対
比
２
・

３
％
増
、
歳
出
が
３
６
８
億
４
８

０
３
万
円
余
で
前
年
対
比
２
・
７

％
増
で
し
た
。
特
別
会
計
を
含
む

決
算
規
模
は
、
歳
入
総
額
６
２
７

億
６
３
１
０
万
円
余
、
歳
出
総
額

６
１
７
億
８
７
０
６
万
円
余
で
５

年
連
続
黒
字
を
達
成
し
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
当
年
度
末
の
財
政
調

整
基
金
残
高
は
15
億
２
９
４
９
万

円
、
出
納
整
理
期
間
内
の
積
み
立

て
分
を
加
え
る
と
16
億
８
６
４
０

万
円
余
で
、
平
成
25
年
度
末
残
高

の
約
２
倍
と
な
っ
た
こ
と
を
大
い

に
評
価
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
平
成

24
年
２
月
に
緊
急
財
政
対
策
本
部

を
立
ち
上
げ
、
職
員
給
与
を
削
減

し
て
ま
で
財
政
再
建
に
取
り
組
ま

れ
た
結
果
で
あ
り
、
市
長
及
び
当

局
の
ご
努
力
に
対
し
て
、
敬
意
と

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

議
案
第
63
号
、
座
間
市
下
水
道

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て
、
水
道
は
市
民
に
と
っ
て

生
活
に
直
結
し
利
用
を
差
し
控
え

が
た
い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ

財
政
調
整
基
金
残
高

平
成
25
年
度
比
２
倍
を
評
価

料
金
改
定
に
つ
い
て
は
、
丁
寧
な

説
明
が
必
要
で
あ
り
、
市
民
の
理

解
を
得
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
審
議
会
で
も
慎
重
に
審

議
し
て
い
た
だ
い
た
結
果
で
あ
る

こ
と
も
承
知
を
し
て
い
ま
す
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
市
民
の
皆
さ

ん
へ
の
丁
寧
な
説
明
を
求
め
ま
す
。

　

地
方
公
営
企
業
で
あ
る
下
水
道

事
業
は
、
独
立
採
算
が
原
則
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
必
要
な
経
費
を

全
て
使
用
料
で
賄
う
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
を
ど
の
程
度
の
額
と
し
て
い
く

の
か
は
、
本
市
の
上
下
水
道
の
あ

り
方
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
捉

え
ま
す
。
今
回
の
改
定
は
、
平
均

16
・
02
％
も
の
大
幅
値
上
げ
と
な

り
、
平
成
26
年
度
に
実
施
し
た
下

水
道
使
用
料
の
減
免
要
件
の
厳
格

化
に
よ
り
減
免
か
ら
外
れ
た
世
帯

に
は
さ
ら
な
る
負
担
増
と
な
り
ま

す
。
平
成
28
年
度
に
現
在
の
特
別

会
計
か
ら
公
営
企
業
会
計
へ
移
行

す
る
に
当
た
り
、
現
下
の
経
営
状

況
と
資
産
状
態
を
し
っ
か
り
と
把

握
し
、
そ
こ
か
ら
の
課
題
を
捉
え

直
し
た
上
で
使
用
料
の
改
定
に
臨

む
べ
き
と
考
え
、
現
時
点
で
の
条

例
改
正
に
は
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。

　

全
県
下
で
公
共
下
水
道
の
あ
り

方
の
調
査
研
究
を
行
っ
て
き
た
神

奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運
動
と
し
て

は
、
合
併
浄
化
槽
併
用
の
公
共
下

水
道
ビ
ジ
ョ
ン
を
提
案
し
て
き
ま

し
た
。
上
下
水
道
に
お
け
る
水
の

循
環
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
、
ま
さ

に
地
方
自
治
の
大
き
な
使
命
で
あ

り
ま
す
。
何
が
何
で
も
値
上
げ
反

対
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
公
共
財
と
し
て
の
下
水
道
処

理
事
業
に
つ
い
て
は
、
い
ま
一
度

広
く
市
民
の
声
を
聞
き
な
が
ら
進

め
て
い
く
こ
と
を
求
め
ま
す
。

下
水
道
使
用
料
改
定
は

市
民
の
声
を
聞
い
て
か
ら

　

平
成
26
年
度
は
、
第
四
次
座
間

市
総
合
計
画
基
本
構
想
の
将
来
目

標
実
現
の
た
め
、
各
施
策
や
事
業

を
着
実
に
実
施
し
た
こ
と
に
賛
意

を
表
し
ま
す
。

　

一
般
会
計
決
算
で
は
、
前
年

度
に
比
べ
歳
入
で
２
・
３
％
の
増
、

歳
出
で
２
・
７
％
の
増
と
な
り
、

実
質
的
な
黒
字
要
素
の
財
政
調
整

基
金
積
立
額
や
赤
字
要
素
の
財
政

調
整
基
金
取
崩
し
額
等
を
考
慮
し

た
実
質
単
年
度
収
支
額
は
、
５
年

連
続
で
黒
字
を
維
持
し
ま
し
た
。　

こ
れ
は
、
無
駄
を
排
除
す
る
意
識

を
共
有
し
、
全
庁
一
丸
と
な
っ
て

積
極
的
に
経
費
削
減
に
取
り
組
ん

だ
成
果
で
あ
り
、
率
直
に
評
価
し

ま
す
。

　

ま
た
、
キ
ャ
ン
プ
座
間
返
還
予

定
地
へ
の
座
間
総
合
病
院
の
誘
致

で
、
返
還
前
に
工
事
に
着
手
し
た

こ
と
は
、
国
内
で
初
め
て
で
あ
り
、

本
来
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
す
。

病
院
は
13
診
療
科
目
、
病
床
数
は

３
５
２
床
で
、
既
存
の
市
内
２
病

院
を
含
め
た
救
急
医
療
体
制
を
強

化
し
、
脳
卒
中
や
虚
血
性
心
疾
患

等
に
対
応
す
る
高
性
能
医
療
機
器

の
設
置
や
専
門
性
の
高
い
医
師
の

確
保
を
し
、
さ
ら
に
、
海
老
名
総

合
病
院
と
連
携
を
図
る
と
し
て
い

ま
す
。
市
民
の
要
望
に
応
え
、
来

春
の
病
院
開
院
に
向
け
た
取
り
組

み
を
高
く
評
価
し
、
市
民
に
迅
速

か
つ
適
正
な
医
療
が
提
供
さ
れ
る

こ
と
を
期
待
し
ま
す
。

５
年
連
続
の
黒
字
と

来
春
の
座
間
総
合
病
院
開
院
を
高
く
評
価

日
本
共
産
党
（
守
谷　

浩
一　
議
員
）

新
政
い
さ
ま
（
京
免　

康
彦　
議
員
）

会
派
に
所
属
し
な
い
議
員
（
沖
永　

明
久　
議
員
）

公
明
党
（
上
沢　

本
尚　
議
員
）

神
奈
川
ネ
ッ
ト
（
安
海　

の
ぞ
み　
議
員
）

ざ
ま
大
志
会
（
池
田　

徳
晴　
議
員
）

　

▽
８
月
27
日　

開
会
、
会
期
決

定
、
会
議
録
署
名
議
員
指
名
、
議

案
上
程
・
提
案
説
明

　

▽
８
月
28
日　

総
括
質
疑
・
委

員
会
付
託
、
陳
情
上
程
・
委
員
会

付
託
、
報
告
上
程
・
質
疑

　

▽
９
月
３
日　

一
般
質
問

　

▽
９
月
４
日　

一
般
質
問

　

▽
９
月
７
日　

一
般
質
問

　

▽
９
月
29
日　

委
員
会
審
査
報

告
・
質
疑
・
討
論
・
採
決
、
継
続

審
査
案
件
上
程
、
基
地
対
策
特
別

委
員
会
中
間
報
告
・
質
疑
、
議
会

改
革
特
別
委
員
会
中
間
報
告
・
質

疑
、
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質

疑
・
委
員
会
付
託
省
略
・
討
論
・

採
決
、
報
告
上
程
・
質
疑
、
議
員

提
出
議
案
上
程
・
提
案
説
明
・
質

疑
・
委
員
会
付
託
省
略
・
討
論
・

採
決
、
議
員
提
出
議
案
上
程
・（
提

案
説
明
・
質
疑
・
委
員
会
付
託
・

討
論
）
省
略
・
採
決
、
副
議
長
の

選
挙
、
常
任
委
員
会
委
員
・
議
会

運
営
委
員
会
委
員
・
特
別
委
員
会

委
員
の
選
任
、
高
座
清
掃
施
設
組

合
議
会
議
員
・
広
域
大
和
斎
場
組

合
議
会
議
員
の
選
挙
、
農
業
委
員

会
委
員
の
推
薦
、
議
員
派
遣
、
閉

会
　

な
お
、
総
括
質
疑
、
討
論
は
、

次
の
議
員
が
行
い
ま
し
た
。

　

総
括
質
疑
（
８
月
28
日
）

　

竹
田
陽
介
（
新
政
い
さ
ま
）、

守
谷
浩
一
（
日
本
共
産
党
）、
上

沢
本
尚
（
公
明
党
）、
加
藤
陽
子

（
神
奈
川
ネ
ッ
ト
）、
池
田
徳
晴

（
ざ
ま
大
志
会
）

　

討
論
（
９
月
29
日
）

　

守
谷
浩
一
（
日
本
共
産
党
）、

京
免
康
彦
（
新
政
い
さ
ま
）、
沖

永
明
久
（
会
派
に
所
属
し
な
い
議

員
）、
上
沢
本
尚
（
公
明
党
）、
安

海
の
ぞ
み
（
神
奈
川
ネ
ッ
ト
）、

池
田
徳
晴
（
ざ
ま
大
志
会
）


